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令和７年度  

社会福祉法人 美馬市社会福祉協議会職員採用試験案内 
 
                       令和７年１０月１４日 
                       社会福祉法人美馬市社会福祉協議会 
 

【第一次試験日】 令和７年１１月２３日(日) 
 

【 受 付 期 間 】            令和７年１０月１４日(火) 
              ～ 令和７年１１月１１日（火) 
                          
 (１) 試験申し込みは、「持参」又は「郵便」のいずれかにより行ってください。 
  ①＜持参＞   

受付期間内の執務日(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前８時３０分から 
午後５時までの間、社会福祉法人美馬市社会福祉協議会総務課(美馬市合同会館 
内)のみで受け付けます。              

②＜郵便＞  
令和７年１１月１１日(火)までの消印のあるものに限り受け付けます。 

  
(２)  受付期間経過後の申し込みは、一切受け付けいたしませんので十分注意して 

   ください。 
 
 
 
 
１ 採用予定人員及び職務の内容・採用時期 
 

 採用予定人員 
 

職務の内容 
 

 
採用時期 

 
若干名 

 
 
 
 
 
 

 
社会福祉を目的とする事業の企画及び実施、相
談業務、総務・経理的事務、介護サービス事業
等に従事します。 
 
※入職後、所持資格や適正等を考慮して、法
人部門・介護部門の配属先を決定します。 
 

 
令和８年４月１日 

 
 
 
 
 
 

 
 
２ 受験資格 
 
平成３年４月２日から平成２０年４月１日までに生まれ、かつ次の要件をすべて満たす
者(※)  
 
 １ 令和８年４月１日から勤務可能な者 
 ２ 普通自動車免許を有する者（令和８年３月３１日までに取得見込み可） 
   
 
（※）について 
〔年齢制限理由〕 

  長期勤続によるキャリアの形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として 

募集・採用するものです。 
 
ただし、次の①～②のいずれかに該当する者は受験できません。 
①拘禁刑（禁固刑）以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受ける
ことがなくなるまでの者 

②日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破
壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
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３ 試験日時、試験会場及び合格発表 
 
区分 

 
試験日時・試験会場 

 

 
合格発表 

 
 
 
 
第１次 
試 験 
 
 
 

 
令和７年１１月２３日(日)  
 受  付   ９時００分～ ９時４５分 
  試験時間 １０時００分～１１時３０分 
           （休憩時間含む） 

 
 
 
１２月 
上 旬 
 
 
 
 

 
 
 
合否の結果を受験者全員に 
書面にて通知します。 
 
 
 
 

 
会 
 
場 

 
 美馬市合同会館 
 (美馬市脇町大字脇町１２６５番地１) 
 

 
第２次 
試 験 
 
 

 
令和７年１２月７日（日）予定 
（日時及び会場は、第１次試験合格者に別途
通知します。） 
 

 
１ 月 
上 旬 
 
 

 
合否の結果を受験者全員に
書面にて通知します。 
 
 

※障がいがある等、試験会場において配慮を必要とする場合は、受験申込みの際に申し出て 
ください。 
 
 
 
４ 試験の方法及び内容 
 

区分 
 

 
試験種目 

 
試験時間 

 
               試験の内容 

 
 
第１次試験 
 
 
 
 
 

 
 
職務基礎能力試験 
６０題 
 

 
  
  １時間 
 
 
 

 
論理的に思考する力、文章を正確に理解す
る力、統計等の資料を分析する力、国内外
の社会情勢への理解等を確認するための
基礎的な出題。 
 
 

 
職務適応性検査 

 
  ２０分 
 

 
 
 

 
 
第２次試験 
（第１次試
験合格者） 
 
 
 

 
 
小論文試験(記述
式) 
 

 
 
９０分 

 
 

 
社会福祉協議会職員に必要な思考力、課題
に対する理解力、文章による表現力等を有
するかどうかをみるための小論文試験を
行います。 
 

 
口述試験 
 
 

 
主として人柄、性格等をみるため、個別面接を行いま
す。 
 

※一定の基準に満たない試験種目がある場合は、他の成績にかかわらず不合格となります。 
 
 
 
５ 受験手続及び申し込み方法 
 
  試験案内受験申込書はいずれかの方法によって行ってください。 
 
 (１) 受験申込書の請求(令和７年１０月１４日(火)から請求可) 
 
  ① ホームページからダウンロードする場合 
   美馬市社会福祉協議会ホームページ（https://shakyo-mima.e-tokushima.or.jp）の「社 
  協からのお知らせ」「令和７年度美馬市社協正規職員募集」から職員採用試験受験 
  申込書をダウンロードし、印刷して使用することができます。(職員採用試験受験  
  申込書を印刷する際はＡ４サイズの用紙で片面印刷をし、記入してください。) 
  ② 直接受け取る場合 
   美馬市社会福祉協議会総務課(美馬市合同会館内)に、執務日(土曜日、日曜日、祝 
  日を除く。)の午前８時３０分から午後５時までに請求してください。 
  ③  郵送で請求する場合 
   封筒の表に「採用試験受験申込書請求」と朱書きし、自己のあて先を明記した返信 
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  用封筒(角型２号とし、１４０円分の切手を貼ったもの)を必ず同封して、美馬市社 
  会福祉協議会総務課へ請求してください。 
 
 (２) 試験申し込みの方法及び受付期間 
 
   所定の提出書類を受付期間内に「持参」又は「郵便」のいずれかによって申し込み 
   してください。受付期間経過後の申し込みは、一切受け付けいたしませんので十分注 
   意してください。 
   
  ① 持参による申し込み 
   (受付期間：令和７年１０月１４日(火)から令和７年１１月１１日(火)まで) 
    受付期間中の執務日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)の午前８時３

０分から午後５時までの間に、美馬市社会福祉協議会総務課(美馬市合同会館内)の
みで受け付けます。 

  ② 郵便による申し込み 
   (受付期間：令和７年１０月１４日(火)から令和７年１１月１１日(火)まで) 
    封筒の表に「採用試験受験申込書在中」と朱書きし、必ず「簡易書留」にて、美

馬市社会福祉協議会総務課(美馬市合同会館内)へ送付してください。令和７年１１
月１１日(火)までの消印のあるものに限り受け付けます。 

 
 (３) 提出書類 
 
  ① 職員採用試験受験申込書 １部 
      ※本会指定様式の必要事項を漏れなく記入してください。 
      ※写真欄には、顔写真(申込前３ヶ月以内に背景を無地で撮影したもので、上半身、 
   脱帽、正面向きの本人と確認できるもので、写真のサイズは縦４㎝×横３㎝) 
    ２枚(同一のもの)貼付。 
  ②  連絡用封筒 １枚 
   ※定形「長形３号(縦 235 ㎜×横 120 ㎜)」の封筒に、受験者本人の氏名及び住所を 
   記載のうえ１１０円切手を貼付のこと。 
      ※提出書類に不備のある場合は受理できません。 
 
 (４) 受験票 
 
  ① 持参による申込みの場合は、試験申込時に受験票を交付します。 
  ②  郵便による申込みの場合は、受験票を郵送します。令和７年１１月１８日(火)ま

でに到着しない場合は、美馬市社会福祉協議会総務課(電話０８８３－５３－７４３ 
２）へ連絡してください。 

 
 
 
６ 合格から採用まで 
 
 (１) 最終合格者は、採用候補者名簿に登録され、そのうちから採用者が決定されます。 
     ただし、受験資格に記載した期限までに必要な資格、免許を取得できない者につ 
   いては採用されません。 
 (２)  採用は、原則として令和８年４月１日です。 
 
 
 
７ 勤務条件・給与(令和７年４月１日現在) 
 
 (１)採用された場合の初任給は、職員の給与・退職手当等に関する規程により、次のと 
 おりです。なお、経歴等により別途加算される場合があります。 
 
       職  種     

 
初 任 給 の 基 準 

 
    
   全 職 種 

   
２２０，０００円(大学卒の場合) 
 

   
２０７，４００円(短大・専門学校卒の場合) 
 

   
１９４，５００円(高校卒の場合) 
 

 (２)諸 手 当：通勤手当、住居手当、扶養手当、時間外勤務手当、期末勤勉手当(賞与 
       年２回)など 



- 4 - 

 (３)昇  給：年１回 
 (４)勤務時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで(１日 ７時間４５分) 
 (５)休  日：土曜日、日曜日、祝日、年末年始(１２月２９日から１月３日) 
 (６)休  暇：年次有給休暇、特別休暇、育児休業制度など 
 (７)福利厚生等：社会保険、労働保険、退職金制度、健康診断費用助成、インフルエン 
        ザ予防接種費用助成など 
 
 
 
８ 個人情報の取扱いについて 
 
 本採用試験申込に提出された書類は、社会福祉法人美馬市社会福祉協議会の採用選考の
みに利用し、それ以外の使用はいたしません。 
 なお、提出された書類についてはお返しできませんのでご了承ください。 
 
 
 
９ その他 
 
 (１)  試験当日は、受験票、筆記用具(HBの鉛筆、消しゴム)を必ず持参ください。 
 (２) 時計は、時計機能だけのものに限ります。(携帯電話は、使用できません。) 
 (３)  試験会場への車の乗り入れは、禁止します。また、試験会場周辺での無断駐車は、 
   絶対にしないでください。試験会場付近の美馬市企画総務部総務課管理契約駐車場 
   を利用することが可能ですが、受験者数及びその他の事情により駐車できない場合 
   もありますので、各交通機関などを利用してください。 
 (４)  湯茶等は、各自でご持参してください。また、ゴミ類は各自でお持ち帰りいただ 
   きますので、ゴミ袋を準備してください。 
 (５)  試験会場敷地内での喫煙は、禁止します。その他係員の指示に従わない場合等は 
   受験を停止させることがありますので注意してください。 
 (６)  自然災害等により、試験の延期など試験日程を変更する場合は、当日午前７時の 
   時点で決定する予定ですので、午前７時以降に美馬市社会福祉協議会から受験者の 
   皆様に電話にて順次連絡させていただきます。 
 
 
10 問い合わせ先 
 
 〒７７９－３６１０ 
 徳島県美馬市脇町大字脇町１２６５番地１(美馬市合同会館内) 
  社会福祉法人美馬市社会福祉協議会 総務課 
  TEL (０８８３)５３－７４３２ 
 ※ 試験会場周辺地図 別添 
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令和７年度（令和８年４月採用）社会福祉法人美馬市社会福祉協議会 

職員採用試験における受験上の留意事項について 
 
 
 職員採用試験を受験される方は、以下の点に留意してください。 
 
 

１．試験室の管理 
  試験室は換気のため、適宜、窓やドアを開けます。室温の高低に対応でき
るよう服装に注意してください。 

 
 

２．試験室以外の場所への立ち入り制限 
  試験当日は、指定された場所以外の場所への立ち入りを禁止します。 
 
 
３．休息時間の留意点 
  休息時間の際は、できるだけ私語を控えてください。 
  なお、ゴミは各自でお持ち帰りください。 
 
 

４．水分の補給の励行 
  飲料水(ただし．無地の水筒またはラベルをはがしたペットボトルに限る) 
の持ち込みを認めますので、試験中において水分補給に努めてください。 

 
 
 
 
 今後、試験に関する情報がありましたら、適宜、受験者へ連絡させていただ
きます。 


